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１
．
収
入
・
仕
入
・
必
要
経
費
等

の
集
計
金
額
に
つ
い
て

現
実
に
入
金
し
た
金
額
だ
け
で

な
く
、
12
月
31
日
の
時
点
で
売
上

金
額
の
一
部
が
未
収
と
な
っ
て
い

る
場
合
で
も
、
そ
れ
を
含
め
た
総

額
を
収
入
金
額
と
し
て
計
算
し
ま

す
。
仕
入
や
他
の
必
要
経
費
の
未

払
分
も
同
様
に
考
え
ま
す
。

２
．
自
家
消
費
の
計
算

自
家
消
費
の
う
ち
、
家
事
用
消

費
の
金
額
は
、
家
族
構
成
や
営
業

時
間
、
物
価
の
変
動
な
ど
か
ら
見

て
妥
当
な
金
額
が
上
が
っ
て
い
る

か
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

３
．
た
な
卸

実
地
た
な
卸
を
し
て
、
た
な
卸

表
を
作
成
し
ま
し
ょ
う
。

下
書
き
の
メ
モ
等
も
保
存
し
ま

し
ょ
う
。

４
．
家
事
関
連
費

水
道
光
熱
費
、
電
話
料
、
店
舗

兼
住
宅
の
諸
費
用
、
自
動
車
の
維

持
費
な
ど
の
家
事
分
を
按
分
す
る

際
、
除
外
す
る
家
事
割
合
は
、
客

観
的
に
且
つ
自
信
を
持
っ
て
、
ご

自
分
で
決
め
ま
し
ょ
う
。

５
．
青
色
専
従
者
給
与

・
勤
務
の
内
容
や
世
間
相
場
な
ど

に
照
ら
し
て
適
正
金
額
で
す
か
。

・
支
給
届
や
変
更
届
は
提
出
し
て

あ
り
ま
す
か
。

・
不
動
産
所
得
の
方
は
、
貸
付
け

の
規
模
が
事
業
的
規
模
で
す
か
。

６
．
決
算
書
の
内
訳
欄
の
記
入

決
算
書
に
、
月
別
売
上
、
仕
入

金
額
は
必
ず
記
入
し
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
給
料
・
賃
金
、
地
代
家

賃
等
の
内
訳
欄
に
、
支
払
先
の
住

所･

氏
名
も
忘
れ
ず
に
記
入
し
ま

し
ょ
う
。

７
．
事
業
主
貸
と
事
業
主
借

収
入
や
必
要
経
費
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
所
得
計
算
の
正
確
さ
を

ご
自
身
で
確
認
す
る
た
め
に
も
、

年
間
の
合
計
を
把
握
し
た
い
も
の

で
す
。
ま
た
、
青
色
申
告
特
別
控

除
65
万
円
の
適
用
を
受
け
る
方
は
、

事
業
主
貸
と
事
業
主
借
の
集
計
は

必
須
で
す
。

事
業
主
貸
に
は
、

次
の
も
の
が
含
ま
れ
ま
す
。

①
生
活
費
と
し
て
家
計
に
入
れ
た

金
額

②
家
事
関
連
費
か
ら
家
事
分
と
し

て
除
外
し
た
金
額

③
事
業
用
車
両
な
ど
の
売
却
（
下

取
）
損
の
金
額

④
自
家
消
費
の
う
ち
、
家
事
用
消

費
金
額

⑤
建
物
や
備
品
な
ど
の
減
価
償
却

資
産
に
つ
い
て
、
家
事
使
用
分
と

し
て
減
価
償
却
費
か
ら
除
外
し
た

額事
業
主
借
に
は
、

次
の
も
の
が
含
ま
れ
ま
す
。

①
家
計
や
事
業
主
個
人
の
現
金
預

金
か
ら
、
事
業
上
の
必
要
経
費
を

支
払
っ
て
い
る
場
合

②
預
貯
金
の
受
取
利
息

③
事
業
用
車
両
な
ど
の
売
却
（
下

取
）
益
の
金
額

８
．
特
殊
事
情

環
境
の
変
化
や
個
人
的
事
情
等

で
、
前
年
に
比
べ
収
入
や
個
々
の

経
費
が
変
動
し
た
等
の
事
情
が
あ

れ
ば
、
決
算
書
の
特
殊
事
情
欄
に

記
入
し
ま
し
ょ
う
。

決
算
の
注
意
点
を
確
認
し
ま
し
ょ
う

※
年
末
調
整
に
つ
い
て
は

四
ペ
ー
ジ
に
記
載
し
て

い
ま
す
。

●
確
定
申
告
時
期
の
相
談
開
始
時
間
は
９
時
15
分
開
始
で
す
。

●
最
終
日(

３
／
16)

の
相
談
受
付
時
間
は
午
前
11
時
で
終
了

で
す
。

会報（1月号）配布方法の変更について

本年度より１月号会報に限り、12月下旬発送の「決算・確定申告事前準備のお願

い」に同封しております。詳しくは今月号案内物をご確認ください。

相談日指定券（受付票）について

12月下旬発送の「決算・確定申告事前準備のお願い」に同封する相談日指定券

（受付票）ですが、ハガキサイズからＡ４サイズに変更いたします。ご相談にお越

しになる際は必ずご持参ください。

また、相談指定日は完全予約制ではありませんが、混雑緩和のために設けており

ます。制度の趣旨をご理解頂き、できるだけ相談指定日のご来局にご協力ください。



【
12

月
】

６

女
性
部
・
青
年
部
合
同
忘
年
会

（
ホ
テ
ル
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
）

９

女
性
部
役
員
会
（
青
色
会
館
）

10

相
続
法
改
正
説
明
会(

青
色
会
館
）

11

正
副
会
長
会
議
（
青
色
会
館
）

13

事
業
厚
生
委
員
会
（
ゑ
ん
重
）

16

東
青
連
第
３
ブ
ロ
ッ
ク
会
議

（
中
野
会
）

17

個
別
法
律
相
談
会
（
青
色
会
館
）

18

資
産
税
個
人
相
談
会

（
青
色
会
館
）

27

仕
事
納
め
（
午
前
11
時
）

12
月
は
、
固
定
資
産
税
・
都
市

計
画
税
第
３
期
分
の
納
期
で
す

（
23
区
内
）

12
月
27
日
（
金
）
ま
で
に
、

6
月
に
お
送
り
し
た
納
付
書
裏
面

に
記
載
さ
れ
て
い
る
金
融
機
関
、

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
等
で
お

納
め
く
だ
さ
い
。
納
税
に
は
、
安

心
で
便
利
な
口
座
振
替
が
ご
利
用

で
き
ま
す
。

パ
ソ
コ
ン
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

等
か
ら
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
も

納
付
で
き
ま
す
。

口
座
振
替
の
申
込
方
法
等
詳
細

は
、
主
税
局
徴
収
部
納
税
推
進
課

・
３
２
５
２
・
０
９
５
５
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

年
末
年
始
に
お
け
る

窓
口
業
務
の
ご
案
内

年
末
年
始
の
都
税
事
務
所
で

の
都
税
の
申
告
・
納
税
・
証
明
等

の
事
務
の
取
扱
い
は
、
年
末
は
12

月
27
日
（
金
）
ま
で
、
年
始
は
１

月
６
日
（
月
）
か
ら
と
な
り
ま
す
。

12
月
28
日
（
土
）
か
ら
１
月
５
日

（
日
）
ま
で
の
間
に
申
告
書
等
を

提
出
す
る
場
合
は
、
都
税
事
務
所

に
設
置
し
て
い
る
「
申
告
書
等
受

箱
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

豊
島
都
税
事
務
所

３
９
８
１
・
１
２
１
１(

代
表)

主
税
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
ttp
://w
w
w
.ta
x
.m
etro

.to
k
y
o
.jp
/
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豊島区西池袋2-37-4 としま産業振興プラザ（IKE･Biz）4階階

1.21 （2019年11月1日 現在市況により変動）

2020年3月31日

１
月
の
税
務

◎
年
末
調
整
済
み
の
源
泉
徴
収
税
額
の

納
付

10
日
ま
で

但
し
、
納
期
の
特
例
の
適
用
を
受
け

て
い
る
方
は
７
月
～
12
月
ま
で
の
合

計
額
を
20
日
ま
で

◎
12
月
分
都
区
民
税
特
別
徴
収
税
額
の
納
付

10
日
ま
で

◎
専
従
者
、
従
業
員
に
つ
い
て
の
「
給
与

支
払
報
告
書
」
の
提
出
（
年
末
調
整
と

同
時
に
作
成
し
ま
す
）

31
日
ま
で

◎
外
交
員
、
税
理
士
、
弁
理
士
な
ど
に

年
間
一
定
額
以
上
の
報
酬
を
支
払
っ

た
場
合
の
支
払
調
書
の
提
出31

日
ま
で

◎
固
定
資
産
税
の
償
却
資
産
に
関
す
る

申
告
及
び
住
宅
用
地
等
の
申
告

31
日
ま
で

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）導入に伴い

マイナンバーの確認・ご持参をお願いします
※マイナンバーは毎年ご持参ください。

確定申告相談の際、マイナンバーの記載が必要となりますので、12桁の番号をご確認のうえ、
メモ等に書き写してからご相談にお見えください。ご理解ご協力の程、よろしくお願い致します。
マイナンバーカード（個人番号カード）、通知カード等のマイナンバーが記載されている証明書

等をご持参いただく必要はございません。
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長年の功績に 令和元年度納税表彰式

～署長表彰状～

第24支部長

宮本志津子 殿

～署長感謝状～

～協議会表彰～

第23副支部長

下田 とし 殿

第28副支部長

綿貫 健次 殿

第14支部長

波多野まつ江殿

第18支部長

土田八榮子 殿

第29副支部長

和栗 寿子 殿

第34副支部長

松村 義則 殿

今年度の豊島税務署管内納税表彰式、豊島税務連絡協議会表彰式は、11月13日（水）に豊島区役所内のとしまセン

タースクエアにおいて行われました。税務についての深いご理解とご協力に、あらためて敬意を表します。

なお、当会関係受彰役員は次の方々です。

女性部副部長

遠藤 英子 殿

11
月
20
日
（
水
）
に
豊
島
都
税
事
務

所
に
お
い
て
、
令
和
元
年
度
都
税
事

務
所
長
感
謝
状
贈
呈
式
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

こ
の
贈
呈
式
は
、
納
税
道
義
の
高

揚
と
税
務
行
政
に
功
労
の
あ
っ
た
方
々

を
対
象
に
毎
年
実
施
さ
れ
て
お
り
、

当
会
関
係
役
員
で
は
、
濵
野
副
会
長

が
受
彰
さ
れ
ま
し
た
。

副会長

濵野 章保 殿

都
税
功
労
者
感
謝
状

濵
野
副
会
長
受
彰

な
お
、
残
念
な
が
ら
ご
多
用
の
た
め

表
彰
式
を
ご
欠
席
さ
れ
た
方
を
ご
紹
介

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

協
議
会
表
彰

第
26
副
支
部
長

天
田

城
雄

殿

第
29
副
支
部
長

湯
浅

彌
子

殿

（東京国税局からのお知らせ）

文書回答手続を
ご利用ください！

～納税者の皆様からの質問に対して国税局が文書で回答します。～

「文書回答手続」とは、納税者の皆様から、申告期限等の

前に個別の取引等に係る税務上の取扱いに関して文書による

回答を求める旨の照会があった場合に、一定の要件の下に、

文書により回答するとともに、他の納税者の皆様の予測可能

性の向上に役立てていただくために、その照会及び回答の内

容を国税庁ホームページで公表するという納税者サービスで

す（照会者名は原則非公表です。）。

なお、この手続の詳細については、国税庁ホームページの

「事前照会に対する文書回答手続」（https://www.nta.go.jp

/taxes/shiraberu/sodan/kobetsu/bunsho/01.htm）から

ご覧ください。



①
広
報
車
活
動
報
告

豊
島
青
色
申
告
会
で
は
、
10

月
か
ら
11
月
に
か
け
て
青
年
部
・

女
性
部
の
協
力
を
得
て
、
会
の

広
報
車
に
よ
る
Ｐ
Ｒ
活
動
を
毎

年
行
っ
て
い
ま
す
。

今
年
も
両
部
の
役
員
が
組
に

な
り
、
Ｐ
Ｒ
テ
ー
プ
を
流
し
な

が
ら
区
内
全
域
を
回
り
、
側
面

か
ら
会
員
増
強
運
動
を
支
援
し

ま
し
た
。

会
員
さ
ん
の
協
力
が
、
会
活
動

の
大
き
な
支
え
と
な
っ
て
い
ま
す

の
で
今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

②
相
続
税
研
修
会

去
る
11
月
15
日
（
金
）
、
豊

島
青
色
申
告
会
館
３
階
会
議
室

で
相
続
税
研
修
会
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。

研
修
会
で
は
、
田
頭
修
三
先

生
（
東
京
税
理
士
会
豊
島
支
部

所
属
）
を
講
師
に
迎
え
、
「
相

続
税
の
基
礎
知
識
と
最
近
の
改

正
等
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
説

明
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
相

続
に
関
す
る
民
法
の
改
正
な
ど
、

最
近
の
話
題
も
研
修
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

出
席
者
は
相
続
税
対
策
に
役

立
て
よ
う
と
熱
心
に
講
師
の
説

明
を
聞
い
て
い
ま
し
た
。

③
日
帰
り
研
修
会

伊
東
方
面
へ
行
く
日
帰
り
研

修
会
を
11
月
11
日
（
月
）
に
実

施
し
ま
し
た
。

当
日
は
、
百
名
の
参
加
者
が

３
台
の
バ
ス
に
分
か
れ
て
乗
車

し
、
池
袋
を
出
発
し
ま
し
た
。

バ
ス
の
中
で
は
、
「
無
申
告

は
許
さ
な
い
」
と
い
う
ビ
デ
オ

を
見
な
が
ら
研
修
を
行
い
ま
し

た
。研

修
後
、
伊
東
の
う
さ
み
農

園
で
み
か
ん
狩
り
を
楽
し
ん
だ

後
、
伊
東
温
泉
ホ
テ
ル
聚
楽
で

昼
食
と
温
泉
を
満
喫
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
ひ
も
の
セ
ン
タ
ー
に

立
寄
り
池
袋
に
帰
り
ま
し
た
。

年
が
明
け
る
と
確
定
申
告
時

期
が
到
来
し
ま
す
。
１
ペ
ー
ジ

目
を
参
考
に
準
備
を
進
め
て
く

だ
さ
い
。
ご
不
明
な
点
が
あ
る

方
は
、
お
電
話
か
事
前
に
事
務

局
ま
で
相
談
く
だ
さ
い
。

電
話
０
３
・
３
９
８
７
・
２
９
３
８

編
集
後
記
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相続税研修会

みかん狩りを満喫しました

年
末
調
整
を
忘
れ
ず
に
！

事
業
主
が
専
従
者
や
従
業
員
に
支

払
っ
た
１
年
間
の
給
与
に
つ
い
て
の

正
し
い
年
税
額
を
計
算
し
、
源
泉
徴

収
税
額
と
の
過
不
足
を
精
算
す
る
手

続
き
を
年
末
調
整
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

【
年
末
調
整
の
し
く
み
】

◎
年
末
調
整
の
対
象
と
な
る
人

専
従
者
や
従
業
員
で
年
末
ま
で
勤
務

し
て
い
る
人

◎
年
末
調
整
の
時
期

本
年
最
後
に
給
与
の
支
払
を
す
る
と
き

◎
年
末
調
整
の
た
め
の
準
備

【
事
業
主
が
確
認
し
て
お
く
こ
と
】

①
源
泉
徴
収
簿
に
、
支
給
し
た
給
料

や
賞
与
、
徴
収
し
た
税
額
な
ど
が
正

し
く
記
入
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
。

②
源
泉
徴
収
簿
の
集
計
が
正
し
く
出

来
て
い
る
か
ど
う
か
。

③
事
業
主
名
が
印
刷
さ
れ
た
所
得
税

徴
収
高
計
算
書
（
納
付
書
）

【
従
業
員
等
に
確
認
し
て
お
く
事
】

①
生
命
保
険
・
地
震
保
険
等
の
掛
金

額
・
控
除
証
明
書

②
国
民
健
康
保
険
・
国
民
年
金
・
介

護
保
険
料
等
の
支
払
額

③
配
偶
者
・
扶
養
親
族
等
の
有
無
、

あ
る
場
合
は
生
年
月
日

④
住
民
登
録
の
し
て
あ
る
住
所

◎
源
泉
税
の
納
付
期
限

年
末
調
整
に
よ
り
精
算
さ
れ
た
税
額

は
、
１
月
10
日
（
「
納
期
の
特
例
」

の
承
認
を
受
け
て
い
る
源
泉
徴
収
義

務
者
に
つ
い
て
は
１
月
20
日
）
ま
で

に
納
付
し
ま
す
。
も
し
期
限
に
遅
れ

る
と
、
納
付
税
額
に
対
し
て
最
低
５

％
の
罰
金
を
課
せ
ら
れ
ま
す
。

◎
専
従
者
給
与
を
支
給
し
て
い
る
事

業
主源

泉
徴
収
票
の
摘
要
欄
に
「
青
色

事
業
専
従
者
」
の
記
載
を
忘
れ
ず
に
！

◎
都
区
民
税
の
手
続
き
も
お
忘
れ
な
く

給
与
支
払
報
告
書
の
総
括
表
と
個

人
別
明
細
書
を
作
成
し
、
１
月
31
日

ま
で
に
従
業
員
等
の
住
所
地
の
区
市

役
所
等
に
提
出
し
ま
す
。

事
務
局
通
信

年
末
年
始
の
業
務

年

内

12
月
27
日
（
金
）
11
時

仕
事
納
め

年

始

１
月
６
日
（
月
）

仕
事
始
め

※
１
月
６
日
（
月
）
か
ら

平
常
業
務
と
な
り
ま
す
。

大木豊島税務署長も激励


